
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ ７ 期 

 

事 業 報 告 

 

 

 

自  平成２７年  ４月  １日 

至  平成２８年  ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ営業サービス株式会社 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

１．会社の現況に関する事項 

（１）事業の経過および成果 

  平成 27 年度は、３か年の中期経営計画「ＮＢＳ経営プラン 27-29」の初年度である。

「ＮＢＳ経営プラン 27-29」は平成 25年秋にとりまとめた「ＮＢＳ経営ビジョン」を具

体化し、経営理念の実現を目指す第一歩である。平成 27年度はこの経営プランに基づき、

受信料収入の確保と効率的なＮＨＫ営業活動の展開に寄与するとともに、公共放送およ

び放送メディア全体の発展や革新を支援する活動を着実に遂行した。 

  受託業務については、 

・お客様からＮＨＫに届け出のあった放送受信契約書等の情報処理、 

・全国４か所のコールセンターにおける電話を中心とした視聴者対応、 

・事業所・集合住宅や都内近郊における受信契約および受信料収納、法人委託事業者 

の訪問活動要員等に対する講習会や映像による教育支援、 

・営業活動の支援資材であるパンフレット等の企画・編集・制作、 

等の各種業務を実施した。 

また、ＮＨＫ営業拠点の再編（平成 27年７月埼玉県、平成 28年１月広島県）に伴う

ＮＢＳ事業拠点の集約にも遺漏なく対応した。 

自主事業については、 

・ＮＨＫ関連団体のコールセンター業務、 

・平成 26年度に一般社団法人 700MHz利用推進協会から受注した「700MHz 帯を利用す

る特定基地局によるテレビ受信障害コールセンター構築・運営業務」、 

を継続実施したが、700MHZ 関連業務の本格的な稼働は平成 28 年度下半期頃からとなる

見込である。 

  企業統治やリスク管理についても適切に対応した。特に当社は各事業部門のそれぞれ

が大量の個人情報を取り扱っており、個人情報保護は当社の生命線である。このため、

業務プロセス・体制を不断に見直すとともに、定期的に研修等を実施している。 

なお、当社は、個人情報取扱事業者として、プライバシーマークを取得している。プラ 

イバシーマークについては、平成 28年 5月の更新に向けて準備を取り進めてきたが、 

審査の結果、プライバシーマーク付与適格とする決定通知を受領した。平成 12年に取 

得して以来、８回連続して更新することとなる。 

 

 

① 経営企画室関係 

○「ＮＢＳ経営プラン 27-29」の社内への周知・理解浸透と進捗管理 

・「ＮＢＳ経営ビジョン」の具体化に向け、27年度にスタートした中期経営計画「ＮＢ 

Ｓ経営プラン 27-29」を確実に遂行していくため、社内への周知・理解浸透を図ると 

ともに、綿密な進捗管理を実施。 

○「ＮＨＫ－ＮＢＳ業務検討部会」における課題検討 

・「ＮＨＫ－ＮＢＳ協議会」の下に平成 26年度に設置した実務者による検討の場である 

「業務検討部会」において、ＮＨＫ営業とＮＢＳの間の役割分担やＮＢＳの業務 

の高度化について検討。 

・「業務検討部会」の「共通課題検討ＷＧ・第３分科会」では、平成 27年４月以降、Ｎ 

ＨＫからの提案により「要対応」（＊）に関する基準の見直しについて検討。ＮＨＫ 
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の営業職員がより業績確保に向けた活動に集中できるようにするため、ＮＢＳで処理 

を完結できる範囲を拡大する方向で基準の見直しを実施。 

＊「要対応」とは、コールセンターからＮＨＫ営業部・センターへ対応を依頼すること。 

・ＮＨＫ営業部門の“全体最適”のための 29年度からの新たな受託業務拡大の具体化 

に向けた検討を進めるため、「業務検討部会」において「委託業務拡大検討ＷＧ」を 

28年１月に設置。 

○「組織横断型のボトムアップ提案制度」の運用推進 

・「組織横断型のボトムアップ提案制度」は社員の自主・自律性を尊重して新たな事業 

領域の創出・拡大を図る目的で平成 26年度に運用を開始。 

  ・当制度による初の新規事業として、「ＮＨＫ関連団体向け公金意識研修」を放送研修 

センターとの共催により実施（27年度のコンプライアンス推進強化月間に合わせ、

27年 11～12月に東京コールセンターで計３回実施、ＮＨＫ関連団体７社の社員等計

22名が参加）。 

○全社プロジェクトの推進・管理 

・個人情報保護徹底のための「社内システム検討プロジェクト」を新設するなど、各種 

経営課題への対応や経営ビジョン・経営プランの具体化に向けた全社的検討を推進。 

 

 

② 事務推進本部関係 

○業務品質向上への取り組み 

 ＜業務標準化＞ 

・業務の標準化と効率化に向けて、平成 26年度に引き続き「業務マニュアル」を作成。

タイムキャストの指導・育成に活用し、社員からタイムキャストへの業務移行を推進。 

 ＜正確な事務処理＞ 

・より効率的な誤入力検査方法の開発・導入に向けた実地検証を実施。 

＜個人情報保護の徹底＞ 

・全国の事業所で使用している帳票管理簿の様式を改善のうえ統一。 

＜業務効率の向上＞ 

・計 11業務を対象に業務効率指標を設定のうえ推進。 

＜リスク管理＞ 

・職場内に潜むリスクの洗い出しとその対策を行うために、全国各職場でリスク管理担

当者を中心とした討議を実施。 

○業務改革への対応・推進 

＜次期ナビタン本格導入＞ 

・次期ナビタンへの切替え作業を実施する期初頭来局・センター日に、事務推進本部か

らも社員を派遣し、現地で円滑な本格導入を支援。 

27年６月 …  中部・北海道 

27年８月 …  関西・中国・九州  

27年 10月 …  関越・東北・四国 

＜営業拠点の集約＞ 

・ＮＨＫ営業拠点の再編にあわせて、事業所の集約を実施。再編実施当日には事務推進

本部より社員を派遣し、現地で対応。 

   27年７月 …  埼玉県内 
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   28年１月 …  広島県内 

＜次期体制の検討＞ 

・全社プロジェクトの「事務情報処理部門次期体制検討プロジェクト」および各支社兼

務管理者で組織した「改革検討プロジェクト」を定期的に開催し、事務情報処理業務

の在り様や実施体制の再編等を検討。 

 

 

③ コールセンター本部関係  

○インバウンド業務 

＜受信料関係の電話受付＞ 

・総呼数は 448万件で前年度総呼数 422万件に対して 26万件増加。応答数は 229万件 

で前年度応答数に対して 7.2万件減尐。外部応答率は、下半期に前年同期比 2.6ポイ 

ント改善したものの、年間計では 51.1％で前年度比 4.8ポイント低下。 

・12月からの、平日の電話受付時間短縮に伴い、受付集中時間帯への配席数のシフトを

実施。要員不足を補うために、コミュニケーターの募集強化と稼働時間の追加で対応。

業務繁忙期には派遣要員の措置などで体制を強化。 

＜ＣＡＳメッセージ消去受付＞ 

・電話受付件数は 163 万件で前年度受付数 175 万件に対して 12 万件減尐。インターネ

ット受付等を含めた総受付件数は 276万件で前年度 294万件に対して 18万件減尐。 

・12月からは書面省略による衛星新規契約の取次を開始。３月末の実績は 328件で書  

面省略率は 67.5％。 

○アウトバウンド業務 

＜受信料関係＞ 

・年間有効テレマ件数は 160万件で前年度比 14万件減尐。通話に対する応諾率は 37.6％

と前年度比 2.3ポイント向上。 

＜ＣＡＳ関係＞ 

・未契約者に対する「契約確認テレマ」の応諾数は 9,254件（契約書送付含む）、通話 

に対する応諾率は 17.2％。 

・衛星未契約者に対する「衛星契約勧奨テレマ」の応諾数は 8,541件（契約書送付含 

む）、通話に対する応諾率は 45.1％。 

○受信相談 

・総呼数は 11.2万件で前年度総呼数 13.3万件に対して 2.1万件減尐（前年度比 84.2%）。 

応答数は、前年度比 1.1万件減の 8.6万件（前年度比 88.2％）。 

・スポーツ番組の試合延長時のマルチ編成関連の相談や火災によるケーブルテレビ幹 

線切断に伴う相談が特徴的。 

○ネットクラブ 

・メール・電話による受付件数は 6.5 万件で前年度 6.3 万件に対して２千件増加。総

呼数は6.5万件で前年度9.7万件に対して3.2万件減尐。３月末の会員登録数は403.3

万人、この内プレミアム会員は 202.4万人（会員登録数の約 50％）。 

＜その他＞ 

  ・新規事業である「ＮＨＫ関連団体公金意識研修」は、ＮＨＫグループ全体の公金意

識とコンプライアンス意識の醸成を図ることを目的に、11 月から 12 月にかけて東

京コールセンターで３回実施し、７社の関連団体から 22名が参加。 
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④ 業務推進本部関係 

〔育成支援部〕 

○講習関係業務 

・法人委託事業者・地域スタッフおよびＮＨＫ職員を対象とした定例講習を、延べ 

311回、525日実施し、3,603人が受講（前年度 347回、471日、4,679 人受講）。 

・法人委託事業者の規模拡大にあわせ、既受託法人から新規受託法人の育成にパワー 

シフト。初期講習の全国展開に伴い、新規受託法人向け講習会が全体の３分の２を 

占める。 

・全国マナーアップキャンペーンの一環として開催の「営業スキルマイスター選抜大 

会」では、営業ＣＳ向上委員会と連携のもと企画立案から大会運営にまで参画。 

・営業職員向け「民事関連研修」については、講習内容の刷新を図り、課題解決力と 

業務の品質向上に寄与。 

・前年度より継続実施の「次期ナビタン操作マニュアル」の更新作業と「移行説明会」 

はすべて終了。 

○映像制作業務 

・営業現場活動の最前線を盛り込んだ「ＮＨＫ営業チャンネル」を各期制作。 

 

〔法人営業部〕 

○事業所対策 

・全国受託数 4,824事業所の全数対策完了。27 年度のテレビ設置状況調査は、前倒し 

活動の取り組みにより、順調に進捗。 

・全国の総取次数 14,955 件、衛星取次数 3,253 件。 

総数増加＋1,303件、衛星増加▲79件。 

（総取次数      26年度⇒14,244件 27 年度⇒14,955件 ＋711 件） 

（衛星契約取次数 26年度⇒ 3,826件 27 年度⇒ 3,253件 ▲573 件） 

・テレビ設置状況調査票作成業務のスポット受注について、全国の官公庁（区市町村）

のＴＶ設置状況調査票のうち調査票から記載が漏れている施設を対象として補完入

力を本社、各支社にて実施、12月に全国分入力完了し、納品。 

○集合住宅関係 

＜分譲＞ 

・全国の業績は、対応物件数 347件（前年比▲28件、92.5％）、取次数 9,606件（前 

年比▲1,630件、85.4％）。 

・要因は、①竣工物件の減尐、②マンションの小規模化、③投資物件の増加と分析。 

＜賃貸＞ 

・全国の取次数 87,910 件（前年比＋11,906件、115.7%）と大きく実績が伸張。 

・要因は、①学生契約の増加、②店舗訪問等による督励。 

・賃貸店舗訪問状況は訪問計画 295店舗に対し訪問実績 523店舗（達成率 177.3％）   

○電器店関係 

＜組織対応、講習会業務＞ 

・27年度の委託業務の基本方針は「公共放送の理解促進のための技術講習会業務」と 

なったので、電器店等対象としたスーパーハイビジョン、ハイブリッドキャスト等 

の講習会に加え、自治体・生涯学習団体・NPO 法人等への組織対応により講習会を勧 

奨した。 
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・ターゲット 80活動では公開番組での技術展示や放送 90年特別巡回展、８Ｋ展示を 

積極的に実施。 

・組織対応業務は 680 回（目標に対する進捗率 102％）対応し、その結果としての講習 

会を 1,061回（目標に対する進捗率 114％）実施して全体目標を達成。 

 

〔フィールド事業部〕 

○法人講習業務 

・27年度は合計 196回、471名のフィールド講習を実施。 

＜講習内容別内訳＞ 

・新規事業者を対象とするスターティング講習Ⅰは 128回（299名）実施。育成支援 

部による３日間の内務講習後、２日間のフィールド講習により現場活動を通じてお 

客様対応の基本を指導。 

・受講後 1か月経過した事業者を対象とするスターティング講習Ⅱは 40 回（108名）

実施。内務講習後、1日のフィールド講習により帯同指導を通じてお客様対応状況を

点検・検証。 

・法人事業者の入社 1 か月後の新人社員（スターティング講習Ⅰ未受講者）を対象と 

するフォローアップ講習は 16回（27名）実施。法人新人社員の業務知識確認、的 

確なお客様対応によるクレーム抑止、不正防止に向けた業務の再点検などを指導。 

・契約締結済法人事業者を対象とするスキルアップ講習は 12回（37名）実施。「スタ 

ーティング講習Ⅰ」受講後７日から 10 日後のフォロー講習、業務課題別講習など、 

各法人事業者の課題に応じて講習テーマを設定し、基本２日間のフィールド講習に 

より指導。 

○民事事前対策業務 

・４月     かながわ東営業センター、川越営業センターで実施。 

・５～６月   中央営業センター、池袋営業センターで実施。 

・７～８月   かながわ西営業センター、船橋営業センターで実施。 

・９～10月  上野営業センター、横浜営業部で実施。 

・11～12月  千葉営業部、さいたま営業部で実施。 

・１～２月  中央営業センター、西東京営業センターで実施。 

・３月    かながわ東営業センター、さいたま西営業センターで実施。 

○要員体制の整備、マルチスキル化 

・４月  欠員補充のため社員採用１名。 

・７月  社内公募による異動で社員１名増。 

・８月  ＮＨＫへの出向４名（中央営業センター、池袋営業センター、大阪中央営業 

センター、北大阪営業センター）。 

○次期ナビタン移行局支援業務 

・６月   名古屋駅前営業センター、静岡営業部、浜松営業部に３名派遣。 

・８月   松江営業部、鳥取営業部、宮崎営業部に３名派遣。 

・10月 秋田営業部、福島営業部、高知営業部に３名派遣。 
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⑤ カスタマーセンター関係 

〔コール事業部〕 

○700MHzテレビ受信障害相談業務 

・27年３月に13道県の26の基地局から携帯向けの電波が発射されたが、対象地域が限 

られているため、テレビの受信障害を訴えるコールセンターへの相談は尐なく、10

月以降オペレーター３席で運営。 

・総務省およびdocomo、au、SoftBankの携帯３社は４年後の東京五輪に向けて700MHz 

 を携帯電話の基幹周波数として全国で6万7000局の基地局を建設する計画で、コー  

ルセンター業務もこれにあわせ28年度下期から本格化する予定。 

・700MHzを利用する携帯電話サービスの円滑な導入するための「700MHz共用調整窓口」

は、新宿で24時間稼動のコールセンターとして運営を継続。現在700MHzはイベント会

場で使用する特定ラジオマイクや放送局のFPU伝送にも共同で使用され、この混信対

策として基地局の電波を急遽停波するケースは月間平均で300局に達しており、携帯

電話３社との連携を一層強化。 

・また、地震や気象警報発令時に基地局を停波する「警報管理業務」も的確に実施し

ており、今後の基地局拡大に対応するシステム改修について700MHz利用推進協会と

の協議を継続。 

○「総務省テレビ混信対策センター｣業務 

・フェージングや外国波からのテレビ混信対策を進めるため一般財団法人「電波技術

協会」から受託し４月から業務を開始。 

・27年12月から28年３月にかけては、福岡と長崎の３つのテレビチャンネルの変更に

あわせ電話相談を受付。28年度も本業務を受託。 

○「総務省地デジコールセンター」業務 

・デジアナ変換サービスが４月末に終了し、コールセンターは９月末日で事業を終了

し、総務省との間で国の補助事業としてのすべての経費精算を28年４月に完了。 

○ＮＨＫ関連団体のコールセンター 

・ＮＨＫ学園の通信講座の見直しに伴い、28年4月末で過去20年にわたり継続してき 

たコールセンター業務が終了。 

・ＮＨＫ出版コールセンターは、28年２月13日から新たに土日の電話受付けを開始し、

週７日運用。土日の業務拡大により、テレビを見て初めてテキスト購入を希望する新

規の顧客の割合が40％に達し、顧客層が拡大。 

 

〔視聴者サービス部〕 

○ＮＨＫグループ商品の販売業務 

・平成 27年度も試行という位置づけで継続。「ＮＨＫのど自慢」や「地域放送局の会

館公開」、それに「ターゲット 80」に関連した各種イベントにあわせて、全国 44か

所で実施。回数と実施地域を拡大、来場者高評価。 

・平成 28年度からは３年半にわたった試行を、本格運用として展開し、受信料制度の

理解促進と視聴者サービスの充実に寄与。 

○営業活動支援資材の企画・編集・制作 

・前年度、大きく部数を伸ばした留守番伝言メモの受注が好調。法人委託事業者への

積極的配付や 1,000 部未満の発注も受け付ける方式に変更した結果、年間の受注部

数は 36万部を超え、昨年度より４万 5000部増加し過去最高。 



 

 
7 

・営業活動等支援ツールの「ランチクロス」も、新しいデザインを企画制作したのに

加え、これまでの２枚１組から１枚売りを加えた結果、販売数が増加。ＮＢＣの記

念品として納入している「Ｂ７ノート」とともに販売は好調。 

○多摩カレッジ 

・上半期が 51講座・受講者数 908名、下半期は 50講座・受講者数 890名で昨年度と 

ほぼ同規模で展開。 

・毎年秋開催の作品展では絵画、書道など 23講座から 274点の作品を集めて表彰式 

などのイベントを実施。歌や朗読など３講座については受講生による発表会も実施。 

 

 

⑥ 営業システムセンター関係 

○間接支払請求・収納処理の確実・円滑な実施 

・口座振替収納件数は、89,221千件（前年度の100.6％）。 

・クレジット継続払収納件数は、12,902千件（前年度の134.4％）。 

・振込収納伝送件数は、8,817千件（前年度の96.1％）。 

○各種大量印刷物外注発行の円滑な対応と推進 

・ダイレクトメールの発行数は5,338万通、前年度の88.4％ 698万通の減尐。主な要 

因は、衛星契約勧奨ＤＭ（▲686万通）衛星契約挨拶状（▲15万通）。 

○システムイベントの対応 

＜新ナビタン開発支援と全国移行導入支援＞ 

・開発支援で社員１名を営業局へ支援（４月～６月）。 

・６月、８月、10月の全国導入支援の対応とヘルプデスク体制の強化。 

＜営業拠点再編対応＞ 

・埼玉、広島の営業拠点再編に伴う設備整備事前打合せ、現地下見の実施と移転、レ 

イアウト変更対応支援。 

・カットオーバー支援と再編前と再編後の事務処理対応支援。 

＜消費税率改定対応支援＞ 

・10％への対応、予算承認に絡むケースを想定したテスト支援。 

○現場活動支援と「問い合わせ窓口」の充実 

・ヘルプデスク問い合わせ対応件数は、29,092 件（前年度比＋6,103件）。 

ナビタン、Ｑｂｉｔについては新ナビタン導入による問合せ増加、ＥＧＧＳについ 

てはセキュリティ関係強化による問合せ増加（ナビタン＋703件、Qbit＋174件、   

ＥＧＧＳ＋709件） 

・「営業システム改善要望（ＳＫＹ）」定例の打合せ開催。 

ＳＫＹ累計 527件 完了 111件、調査中 78件、作業中 109件、開発中 79件。 

・システム活用相談は、発行数 998本（前年比＋132本）。 

○セキュリティ関連対応  

・ＩＥ11化、ＮＨＫセキュリティ強化策に伴う不正端末接続防止システム導入、ＵＳ 

Ｂ機器制限のソフトウエア導入および管理者ＩＤの管理対応支援。 

 

 

 

 



 

 
8 

⑦ リスク管理、人材開発、総務関係 

〔リスク管理委員会事務局〕 

・個人情報保護に関するＰＭＳ監査については、27年５月～28年１月に支社監査人若

しくは業務監査に併せ、全部署で実施。また、全従業員を対象に個人情報保護教育（講

習会等）を上半期１回、下半期１回の計２回実施。 

・プライバシーマーク（一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）より

付与）について 28年２月 18日に現地審査を受け、その結果、９項目の指摘事項につ

いて是正報告を行い、４月 25日付けで更新通知を受領。 

・27年 10月～12月を「コンプライアンス推進期間」に設定。全部署で研修・勉強会を

実施（延べ 294回実施し、3443名が参加）。倫理・行動指針遵守についての更なる意

識醸成。 

・８回目となるリスク対策のＰＤＣＡについては、27年 11月に拡大リスク管理委員会

を開催し、新たに抽出したリスクを確定し各部署へリスク分折・対策を打返し。 

・ＮＨＫの取り組みに連動して、情報セキュリティ強化策やマイナンバー制度の施行を

踏まえた「情報セキュリティ管理規則」の改定やマイナンバー関連規程の制定実施。 

・ＢＣＰ（事業継続計画）実施計画書の策定に取り組み、27年度訓練を実施。あわせ

て、非常災害時における社員安否確認ツールであるＫinＱ.jpについて、９月のＢＣ

Ｐ訓錬時に全国訓錬を行った他、各支社による手動配信訓錬を実施。 

 

〔人材開発委員会事務局〕 

○社員研修実施状況 

・「全国研修」17回（参加 245名）、各支社・部署実施の「支社研修」26 回（参加 596

名）。新採用社員対象の個人情報保護ｅラーニング研修２回（参加 11 名）。「お客様

対応現場体験研修」は、本社・支社あわせ 77 名が参加。 

・管理者の一層の能力発揮、意識改革を図るために「管理者研修」を新設。既存の「新

管理者研修」についてはカリキュラムを刷新。 

・マルチスキル化に資する育成を見据え、階層を越えた参加型形態の「人材開発研修」

を新設。 

・各研修で「ＮＢＳ経営ビジョン」「ＮＢＳ経営プラン」の理解、浸透を図るため、

当概項目を講義内容に編成。 

 

〔総務部〕 

○社員等 

・27年度は、４月に７名、10月に４名の計 11 名の社員を採用（26年度は 25名）。 

・28年３月末の従業員数 799名（転籍等 148名、出向 12名、社員 639 名）で、前年

同日比較で 64名の減尐。タイムキャスト数は 2,460名。 

○監査・調査等の対応 

 ・外部監査法人である「あずさ監査法人」による「業務運営状況調査」を９月 15日

～16日、実施調査を実施。いずれも「検出事項、気付事項はなし」として、適正

との講評結果であった。 

 ・ＮＨＫの点検者（３名）による「出金管理の点検」を２月 25日、業務推進本部 

法人営業部を対象に実施。特に「指摘」はなし。 
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○新社員制度の検討 

・経営プラン 27-29を着実に実行していくため、社員制度の見直しを検討。処遇区分

を細分化することにより、昇格の機会を増やし、社員のモチベーション向上を図る

とともに、賃金上昇カーブを緩やかにし、人件費の増え幅を抑制する。新社員制度

の開始は 28年６月。 

○営業拠点再編に伴うＮＢＳ業務体制等の検討 

・ＮＨＫの営業拠点再編に伴い、ＮＢＳの業務体制についてプロジェクトで検討。Ｎ

ＨＫとの密接な連携のもと的確に対応。（７月埼玉県・28年１月広島県） 

○事務系システム統合およびシェアードサービス 

・勤務システム（27 年７月）、給与システム（８月）のＧ-ＳＭａＲＴへの移行につ

いて、受入テストを着実に進め、ユーザーマニュアルの整備を行い、社内説明会を

計３回実施し、円滑な移行に努めた。総務系システムの移行は第３フェーズをもっ

て完了。 

○タイムキャストマニュアルの改訂  

・Ｇ-ＳＭａＲＴへの移行により、諸手続が変更になったことにあわせ、タイムキャ

ストマニュアルを大幅に改訂。ペーパレス化を図るとともにＦＡＱの追加等、マニ

ュアルの充実に取り組んだ。 

 

 

⑧ 財務関係 

 ・給与系システムのＧ-ＳＭａＲＴ移行に伴い、Ｇ-ＳＭａＲＴ給与系システムと経理 

系システム連携のためのデータセットアップおよびテストを実施。 

・平成 27年 11月、適正経理推進月間を設定。 

10月より支給要領改定となった出張旅費を重点検証・確認項目とし、経理伝票など 

経理事務処理全般にわたり 6,173 件の内容確認を実施するとともに、備品や固定資 

産、調達物件の確認などの現地審査を実施。 

・平成 28年２月、ＮＨＫの要請を受け、「出金管理に関する点検」を実施。 

 

 

（２）対処すべき課題 

・平成 29年度から新たに受託するＮＨＫ営業関係業務に関し、業務内容・量、業務体

制について「ＮＨＫ－ＮＢＳ委託業務拡大検討ＷＧ」の場等で、ＮＨＫとともに迅速・

的確に検討を進めること。 

・事務情報処理基本課題（正確な事務処理・個人情報保護徹底・業務効率向上）の克服

に向け、体制整備と業務改革を進めること。 

・コールセンターにおける要員体制を整備するとともに、適正な要員配置により、応答

率・応答数を確保すること。 

・営業支援高度化のための民事事前対策、法人事業者講習、事業所対策等の業務拡大に

向け、社員の育成強化と管理・要員体制の構築に取り組むこと。 

・700MHzテレビ受信障害相談業務等、テレビ受信に関わるコールセンター業務を円滑 

に実施すること。 

・ＮＨＫ営業拠点再編に伴うＮＢＳの業務体制等を検討・整備すること。 

・新社員制度の導入に伴う周知・理解の徹底を図ること。 
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・企業統治、リスク管理の徹底という観点から、業務プロセス・体制を不断に見直す 

活動を進めること。 

・マイナンバーを含む個人情報を適正に運用管理するとともに、プライバシーマーク 

を維持・更新すること。 

 

（３）事業譲渡・吸収分割又は新設分割の状況 

  該当事項はなし。 

 

（４）事業譲受の状況 

  該当事項はなし。 

 

（５）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得状況 

  該当事項はなし。 

 

（６）吸収合併又は吸収分割によるほかの会社の事業に関する権利義務の承継の状況 

  該当事項はなし。 

 

（７）財産及び損益の状況の推移 

       ＜単位：千円＞         

区 分 
平成 24年度 

（第 24期） 

平成 25年度 

（第 25期） 

平成 26年度 

（第 26期） 

平成 27年度 

（第 27期） 

売 上 高  

 

営 業 利 益 

 

経 常 利 益 

 

当期純利益 

（１株当たり）
 

当期純利益 

 

総 資 産  

 

純 資 産  

１３，３９６，８６５ 

 

１９９，２８８ 

 

２８０，５１８ 

 

１３３，２３１ 

 

４４，４１０円４３銭 

 

１２，２３８，４１５ 

 

３，５１９，０９３ 

１１，６９４，０７３ 

 

１４２，２８７ 

 

２３３，４３４ 

 

８８，２１８ 

 

３０，６４２円２１銭 

 

１０，５６５，８３９ 

 

３，３９９，１１８ 

１１，０１２，５５４ 

 

１１３，６１８ 

 

１９３，０６２ 

 

９０，０４９ 

 

３１，２７７円９０銭 

 

１０，３２７，４９３ 

 

３，４５５，６４１ 

１０，６６２，１７１ 

 

１８５，０１９ 

 

３０６，３２２ 

 

１６６，９５８ 

 

５７，９９１円８４銭 

 

５，４００，３８９ 

 

３，５８８，６２８ 

                                                （千円未満切捨表示） 
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（８）主要な事業所等 

 

（９）従業員の状況 

 従業員数 799名（前期末比 64名減） 

         （注）・平成 28 年３月 31日現在。 

・従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は含まず。 

 

（10）重要な親会社及び子会社の状況 

  ① 親会社の状況 

当社の親会社は日本放送協会であり、当社の株式の 83.3％を保有している。 

親会社からは、主に受信料関係の営業事務情報処理業務、コールセンター 

業務、法人関係業務を受託している。 

  ② 子会社の状況 

子会社はない。 

 

（11）主要な借入先 

借 入 先 借 入 額 

みずほ銀行 １４６百万円 

  

 

① 支 社            ：  関東（東京）、関西（大阪）、中部（愛知）、中国（広島）、 

九州（福岡）、東北（宮城）、北海道（札幌）、四国（愛媛） 

② 事務センター      ：  東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌 

③ 事業所           ：  中央（東京）、池袋、上野、西東京、長野、松本、新潟、甲府 

横浜、かながわ西、かながわ東、前橋、水戸、千葉、船橋、 

宇都宮、さいたま、さいたま西 

大阪中央、南大阪、北大阪、京都、神戸、阪神、姫路、 

和歌山、奈良、大津、 

名古屋中央、名古屋駅前、豊橋、金沢、静岡、浜松、福井、 

富山、津、岐阜、 

広島、岡山、松江、鳥取、山口、 

福岡、北九州、熊本、長崎、鹿児島、宮崎、大分、佐賀、沖縄、 

仙台、秋田、山形、盛岡、福島、郡山、青森、 

北海道中央、北海道南、北海道北、北海道東、 

松山、高知、徳島、高松 

④  コールセンター    ：  東京、大阪、福岡、仙台 

⑤  カスタマーセンター ：  東京 



 

 
12 

２．会社の株式に関する事項 

（１）発行可能株式総数     ４,０００株 

 

（２）発行済株式の総数、資本金および株主数 

   発行済株式総数 資 本 金 株 主 数 

当年度末 ２，８７９株 １０,０００万円 ８名 

 

（３）株主の状況 

株     主     名 持 株 数 議決権比率 

日本放送協会 ２,４００株    ８３.３％ 

株式会社ＮＨＫアイテック  １４０株      ４.９％ 

株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー   ９０株      ３.１％ 

株式会社ＮＨＫエンタープライズ     ６０株      ２.１％ 

株式会社ＮＨＫ出版     ６０株      ２.1％ 

株式会社ＮＨＫ文化センター       ６０株      ２.１％ 

株式会社ＮＨＫプロモーション       ４０株      １.４％ 

株式会社みずほ銀行       ２９株      1.０％ 

計   ２，８７９株 １００.０％ 
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３．会社の役員に関する事項 

（１）取締役および監査役の氏名等 

会社における地位または主な職業 担 当 氏  名 
他の法人の代表状況等 

又は重要な兼職の状況 

代表取締役社長 
 

西田 文則 
 

常務取締役 

事業開発 

コールセンター 

カスタマーセンター 

研井 憲治 

 

常務取締役 

営業事務推進 

業務推進 

営業システム 

長谷 欣之 

 

 

取締役 

 

人事・労務・総務 

リスク管理 

人材育成 

業務改革 

支社統括 

 

松裏 宗弘 

 

 

取締役 
経営計画 

財務・経理 
友田 孝兄 

 

取締役(非常勤)  

ＮＨＫ営業局長 

 
松原 洋一 

平成 28年４月 24 日

退任 

取締役(非常勤)  

㈱ＮＨＫアイテック 取締役 

 
野田 幸雄 

平成 28年４月 24 日

退任 

監査役(非常勤)  

ＮＨＫ関連事業局専任部長 

 
亀山 敏一 

 

 

（２）取締役および監査役の報酬等の総額 

   当事業年度における当社の取締役および監査役に対する報酬等の内容は、以下のとお

りである。 

                                                （千円未満切捨て） 

対象者 人数 報酬の額 

取締役 5名 63，006千円 

監査役 － － 

（注１） 当事業年度末の人員数は、取締役 7名、監査役１名ですが、うち非常勤の取締役２名、 

非常勤の監査役１名は無報酬であり、上記人員には含まれておりません。 

             （注２） 報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 
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４．業務の適正を確保する体制および方針 

当社が業務の適正を確保する体制として取締役会で決議した事項は次の通りである。 

 

（１）取締役および使用人（社員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制 

①当社は取締役および社員を含めた行動規範として、「ＮＨＫ営業サービス倫理・行動

指針」を定め、その遵守を図る。 

 取締役および社員のコンプライアンスの徹底をさらに図るため、「コンプライアンス

通報規程」「社内相談窓口（ＮＢＳヘルプライン）実施要領」などを社内に効果的に

周知する。 

②取締役会については、「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保し、定例で開

催するほか、必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業

務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。 

万一、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役およ

び取締役会に報告するなどして、その徹底を図る。 

③各職位の職務と権限については、「組織規程」に“共通職務権限”を定め、権限行使

の原則と事項別の案件の提案、報告、審議、決裁の手続を明示し、実施する。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①業務遂行上の文書については、「ＮＨＫ営業サービス事案文書管理規程」にのっとり

作成、稟議、保存する。また、契約書等については、その重要性に鑑み、“共通職務

権限”に稟議、保存の手順を特に明記し、実行する。  

②「株主総会議事録」「取締役会議事録」「役員会議事録」については、適切かつ確実に

保存、保管され、「役員会議事録」については、取締役および監査役が常に閲覧可能

な状態に置く。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、当社の事業に係るリスクとして、投資的リスク、個人情報漏洩等情報セキュ

リティ的リスクなどを認識し、「リスクマネジメント基本方針」を定めて、社内周知

を図る。また、公共放送グループの一員としての自覚を持ち、常に企業運営の面で社

会的な指弾を受けることのないよう十分注意を払う。 

②危機管理については、「リスクマネジメント基本方針」に基づき、代表取締役を委員

長とする役員会メンバーで構成するリスク管理委員会の指示の下に、リスク管理委員

会事務局を設置し、これにあたる。 

③個人情報保護については、当社がＮＨＫ受信契約に関する事務・情報処理の全てを受

託し膨大な個人情報を扱っていることから、一般財団法人日本情報経済社会推進協会

のプライバシーマークを取得し、全事業所に個人情報管理者を置き、その管理につい

て全社的な意識の向上を図る。   

④社内システムについては、「情報セキュリティ管理規則（ＮＢＳセキュリテイガイド

ライン）」を定め、本社総務部[システム]が、全社的に管理するとともに、各システ

ムの主管部とともに、必要なセキュリテイ対策を実施する。 
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（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①職務分掌に関する諸規程を定め、取締役及び各部門所管と権限を明確にし、経営に関

する意思決定及び職務執行を効率的かつ適正に行う。 

②重要な意思決定については、毎週開催の定例役員会などにより多面的に検討し、慎重

に決定する。 

 

（５）会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制 

①当社の親会社にあたるＮＨＫは、子会社等の事業が適切に行われることを目的とした

「関連団体運営基準」により、事業運営およびこれに対するＮＨＫの指導・監督等に

関する基本的事項を定めており、当社も該当している。 

②ＮＨＫは、「関連団体運営基準」に関する事項およびＮＨＫが指定する事項について、

監査法人等に委嘱して関連団体の業務監査を実施し、監査法人等の報告に基き、関連

団体に対し必要な指導・監督を行っており、当社も該当している。 

③ＮＨＫの監査委員が当社に対し事業の報告を求め、または業務および財産の状況を調

査する場合には、当社は、適切な対応を行う。 

 

（６）監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

①監査役からの求めがあった場合には、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社

社員から監査役補助者を任命する。 

監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等については、監査役の同意を得た上で、

取締役会が決定する。 

②監査役補助者は、当社業務を兼務することができるが、監査役より監査業務に必要な

命令を受けた場合は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。 

 

（７）取締役および使用人（社員）が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ 

の報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための

体制 

①取締役または社員は、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及

ぼす事項の内容を、監査役にそのつど報告するものとする。 

②監査役は、いつでも必要に応じて、取締役および社員に対して報告を求めることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


